平成２３年度　出前講習会「手打ちうどん講習会」実施要項
１　趣　　旨：国産小麦を使用して、小麦粉から麺になる工程を自らの力で体験し、小麦粉を使った加工食品の生産・流通等の成り立ちを学ぶとともに、物作りの楽しさ・難しさを体験し製造等に携わる人達の努力と食への感謝の念を育む心を養う。
２　主　　催：（財）兵庫県体育協会　兵庫県学校給食・食育支援センター
３　共　　催：（有）井上商店、（株）安田製麺所

４　参加対象：児童、教諭、保護者
５　開催時期：別紙　食育支援カレンダー「平成２３年度食育支援事業出前講座（魚講習会、手打ちうどん講習会、竹輪を作ろう！講習会、ごはん塾）日程表」に基づく、６月から２月の期間中の水曜日
６　募集回数及び募集人数：回数　１５回、募集人数　７５０名
７　開催場所：学校等
８　参加申し込み：（１）申し込み方法・・当センターホームページ内の各種様式集に掲載している「平成２３年度　食育支援センター「出前講座」申込書」（エクセル版）で申し込む。
（２）申し込み期限・・平成２３年４月２８日（木）（申込書必着）
９　費　　用：講師料、材料代は主催者の負担とする。

10　実施条件
（１）原則として、「手打ちうどん講習会」で使用する食育支援センターの保有器具は、翌週月曜日（祝祭日の場合は、土・日を除く前日）までに、次項（２）「器具毎の洗浄方法」により食育支援センターへ返却する。
なお、返却費用については、受講者の責任において行い、食育支援センター配送便の利用は不可とする。また、共催者の保有器具は、次項（２）「器具毎の洗浄方法」により受講者において講習会終了までに洗浄・自然乾燥する。
（２）器具毎の洗浄方法

	保有者
	器具名
	洗浄方法

	食育支援
センター
	麺棒、こま板
	付着した生地等を取り除く。（水気は使用しない。）

	
	まな板、包丁
	付着した生地等を洗剤で洗浄し、水気を拭き取り自然乾燥する。

	共催者
	包丁、こま板
	付着した生地等を取り除く。（水気は使用しない。）


（３）１日の実施は２クラスまでとする。
（１クラスは、４０名以下又は家庭科室で実習ができる人数）
11　事前打合せ：原則として、事前打合せは食育支援センター内で行う。

12　内　容
（１）手打ちうどん作り
（２）小麦の話

13 参考日程（※注・・参考日程は、１クラス（約４０人）に要する時間。）
10：10　     10：30       11：10 　　    　　11：40　    　　　　　12：20
	デモンスト
レーション
	うどんの
生地を作る
	生地をねかす
小麦の話・質疑応答
	生地をのばす・切る

・ゆでる
	試食・

後片づけ











